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代表幹事・弁護士） 

※著作権は本人に帰属する 

第１ 「賃貸住宅トラブル全国ネットワーク」とは 

 私たち賃貸住宅トラブル全国ネットワークは，2004 年 11 月に結成された法律

家団体である。賃貸住宅契約における不明朗・不当な一時金条項など，賃貸人に

一方的に不利益な契約条項の是正などに取り組み，賃貸住宅市場における賃貸人

と賃借人の公正な関係が構築されるよう，賃借人の立場から各種の問題を解決す

るために諸活動をしている。福岡県，熊本県，大阪府，京都府，岐阜県，静岡県，

神奈川県，埼玉県，東京都などの弁護団，研究会，法律家がネットワークを組織

して，各地の活動を情報交換し，賃貸借契約に関する判例形成や論点について研

究し，提言等を行っている。 

 これまでの当ネットワークの活動を踏まえて，社会資本整備審議会住宅宅地分

科会に設置された民間賃貸住宅部会同部会の，民間賃貸住宅に関する，①民間賃

貸住宅を巡る紛争の未然防止，②民間賃貸住宅を巡る紛争の円滑な解決，③滞納

・明け渡しを巡る紛争，④民間賃貸住宅ストックの質の向上についてをテーマと

する，平成２１年８月１２日付「中間とりまとめ」に対してする意見を述べる。 

 

第２ 民間賃貸住宅を巡る現状と課題について 

 住まいは，国民の健康で文化的な生活の基盤であり，安定した住居を確保する

ために，国及び不動産事業者が果たすべき役割は重大である。一方で，住宅の賃

貸借契約は，事業者である賃貸人と消費者である賃借人の消費者契約であって，

格差のある当事者の契約である。賃貸借市場では，原状回復を巡る紛争が多発し，

礼金，更新料，敷引等の不合理な契約条項が実行され，近時は，家賃を滞納した

賃借人に暴力的に取り立てたり，鍵交換や私財の搬出など実力で明渡を強行する

「追い出し屋」被害が増加している。これらは，賃貸人である事業者が社会的格
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差を利用して不公正・不平等な契約条項を押しつけるなどしていることに起因し

ている。 

 こうした紛争を解決するには，何より国民の居住権を保障することが最重要で

あり，そのためには構造的に優位に立っている賃貸人や管理業者などの事業者の

不当な行為に起因する被害を未然に防止することによって，公正な賃貸住宅市場

を確立するとの視点が必要であり，その視点からの法制度の整備が求められてい

る。 

 経済的，社会的，及び文化的権利に関する国際規約第１１条の「この規約の締

結国は，自己及びその家族のための相当な食糧，衣類及び住居を内容とする相当

な生活水準についての・・・全ての者の権利を認める」の規定，憲法２２条（居

住，移転等の自由），２５条（生存権の保障）および，住生活基本法６条「住生

活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は，住宅が国民の健康で文化

的な生活にとって不可欠な基盤であることにかんがみ，低額所得者，被災者，高

齢者，子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

定の確保が図られることを旨として，行われなければならない。」との規定の視

点を基盤とすべきである。 

 「中間とりまとめ」が指摘する現状の課題においては，上記のとおり，居住者

・消費者の権利を保護し，そのために賃貸住宅関連の事業者の業務のあり方に必

要な規制を加えることの視点が充分ではない。行政および事業者において，国民

の居住権を保障することが最重要であり，そのための社会的役割を果たさせると

いう観点が必要である。 

 

第３ 紛争の未然防止について 

 １ 民間賃貸住宅に係る情報について 

  (1) 情報提供の仕組み 

    事業者が消費者に提供すべき情報の質を充実させることは重要ではある。

しかし，賃貸住宅契約は，賃借人にとって，契約内容を交渉できることは

なく，「契約するかしないか」の選択しか残されていないので，情報を提

供して事足りるものではない。賃貸住宅契約の条項に関するルール化を図

り，不当な契約条項を排除することによって，賃借人の利益を保護するこ

とが肝要である。 

  (2) 賃借人（入居希望者）の信用情報を入手する仕組みは導入すべきではない 

    賃借人（入居希望者）の家賃滞納履歴などの信用情報をデータベース化し，
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これを賃貸人や管理業者，家賃債務保証業者が入手できる仕組みが必要で

あると指摘する。しかし，このようなデータベースは，もっぱら社会的弱

者を民間賃貸住宅から排除するものとして機能し，住生活基本法６条の趣

旨に反するものである上，そもそも必要性に乏しく，導入すべきではない。 

 

第４ 民間賃貸住宅に係るルールについて 

 １ 原状回復ガイドラインの見直しについて 

  (1) 「標準化・客観化」ではなく「具体化」こそ必要である。 

    民間賃貸住宅部会においては，現行の原状回復ガイドラインは，具体事例

への当てはめが難しいとして，原状回復ガイドラインを改訂し，通常損耗

の範囲を標準化・客観化することが検討されている。 

    しかし，原状回復ガイドラインにおいて，通常損耗の範囲を標準化・客観

化することについては，むしろ賃借人に不利となる可能性がある。 

    賃貸借契約では，原状回復費用のうち自然損耗や通常損耗については賃貸

人が当然に負担しなければならず，賃借人は，故意・過失，善管注意義務

違反による損耗についてのみ負担すれば足りる（大阪高判平成１６年１２

月１７日・判時１８９４号１９頁，大阪高判平成１７年１月２８日・兵庫

県弁護士会消費者判例検索システムなど）。賃借人は，最小限度の補修に

必要な範囲に限られ，さらに，経過年数を考慮し，自然損耗分・通常損耗

分を差し引いた残額のみ負担すれば足りる（大阪高判平成１６年７月３０

日・判時１８７７号８１頁など）。そして，賃借人の故意・過失・善管注

意義務違反については，建物の築年数や構造，立地条件，各部屋の日当た

りや風通し，賃借人の年齢や家族構成，職業，生活サイクル等の様々な事

情を総合的に考慮して，その有無を判断すべきである（具体例として，東

京簡裁平成１７年１１月２９日判決）。 

    しかし，通常損耗の範囲を標準化・客観化するということは，賃借人が負

担すべき損耗を標準化・客観化するということであり，上記のような様々

な事情を一切考慮せず，賃借人の故意・過失・善管注意義務違反を擬制す

ることにほかならない事態が生じる。 

    「標準化・客観化」ではなく「具体化」のガイドラインの整備こそ必要で

ある。 

  (2) 具体化が求められる現行の原状回復ガイドライン 

    現行の原状回復ガイドラインは，建築技術の発達や生活形態の変化に伴い，
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その内容についても，現状にそぐわない部分や抽象的な記載も数多く見受

けられることから，原状回復の基本的な考え方を維持しつつ，改訂すべき

点が相当数ある（時間の都合で，具体的内容は別紙とする）。 

  

 ２ 賃貸住宅標準契約書の見直しについて 

  ア 賃貸住宅標準契約書において「原状回復義務の範囲を原状回復ガイドライ

ンによる」と明確化すること 

    現在，多くの賃貸借契約の原状回復義務について，原状回復の基本的な考

え方に沿った内容が記載され，本来，賃借人が負担すべき原状回復義務費

用はそれほど多くはない。しかしながら，実際には，賃貸人の認識不足等

から，賃貸借契約書に記載と異なり，賃借人に通常使用部分を一方的に請

求していることが多数存在している。当ネットワークにおいても，このよ

うな相談事例は多数存在している。 

    この点，賃貸住宅標準契約書において，原状回復義務の範囲は原状回復ガ

イドラインによることを明確にすることは，賃貸人の原状回復の基本的な

考え方の認識不足からくる不当な原状回復費用の請求の改善に寄与し，積

極的に検討すべきである（ただし，前述のとおり，原状回復ガイドライン

において，通常損耗の範囲を標準化・客観化しないことが前提である。）。 

  イ 賃貸住宅標準契約書に入退去時の立会いや書面での確認についても明確に

することについて 

    賃貸住宅標準契約書に入退去時の立会いや書面での確認について明確にす

ることは，トラブル防止に寄与するものと考えられるので評価できる。 

    ただし，多くの賃貸人は，賃貸業務の全部又は一部を管理業者に委託して

おり，管理業者と賃借人との情報力・交渉力の格差に鑑みれば，単に入退

去時の立会いや書面での確認だけでは不十分であり，入居時・退去時の立

会いを写真に撮影して確認することを賃貸住宅標準契約書に明記すべきで

ある。 

 ３ 一時金について 

  (1) 対価性のない一時金は使用禁止とすべきである 

    敷引き（償却），礼金，更新料などの各種一時金について，ルール化を検

討するにあたっては，そもそも対価性のないものが慣行と称して使用され

ている実態と契約の締結場面で賃借人は交渉によって排除できないまま一

時金支払条項が使用され続けてきたという実態を無視してはならない。対
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価性のないものが慣行として使用されていても，内容が不当である限りは

使用禁止のルール化をするべきである。 

  (2) 不当な一時金の無効の裁判例 

    敷引金（解約時控除金）については，さまざまな「対価」であるとの主張

がなされたが，そのいずれもが正当な理由のないものとして排斥されてい

る神戸地裁平成１７年７月１４日判決 判例時報１９０１号８７頁，大阪

地裁平成１８年６月６日判決，京都地裁平成１８年１１月８日判決など）。 

      また，更新料についても無効との判決がされている（京都地判平成２１年

７月２３日，大阪高判平成２１年８月２７日）。 

    このような不当と評価された一時金は禁止することを徹底すべきであり，

「定額補修分担金」など不当な一時金のが脱法条項も禁止すべきである

（京都地判平成２０年４月３０日 判例タイムズ１２８１号３１６頁）。

また，不当な条項は「説明を尽く」しても有効となるわけでないことを明

確にして，不当な一時金条項を契約条項で使用させてはならないとの使用

禁止施策を講じる必要がある。 

      また，不動産仲介業者あるいは不動産管理業者が賃貸人等に行う推奨行為

への規制も視野に入れなければならず，不動産部会における管理業者に対

する規制と連携して検討すべきである。 

 ４ 標準管理委託契約書の見直しについて 

   多くの賃貸人は，賃貸業務の全部又は一部を管理業者に委託している。しか

しながら，管理委託業務契約の内容が不明確であり，また，その内容を賃借人

が全く知り得ないことから生じているトラブルもあり，改善が急務である。 

   標準管理委託契約書の見直しにおいては，不適切な管理報酬を排除すること

や，管理委託業務は，あくまで賃貸人と管理業者との間の契約であり賃借人と

の契約でないということを明記しておく必要がある。 

   また，それら管理委託業務の内容を全く知り得ない賃借人に対して，管理業

者が不当な請求を賃借人にすることを防止する観点からも，管理委託業務の内

容を賃借人に周知することを義務づけるべきである。 

 ５ 定期借家制度の普及・促進について 

   定期借家制度の普及・促進に関しては，定期借家制度が「賃借人の保護」と

いう借地借家法のあくまで例外であることを基本姿勢に，賃借人のニーズを正

確に調査したうえで，第一義的には，賃貸人と賃借人が対等な契約交渉ができ

る状態を実現することに取り組むべきであり，普及・促進は，その後の検討課
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題とすべきである。 

 

第５ 紛争の円滑な解決について 

 １ 第三者による紛争の解決について 

   原状回復を巡るトラブルの多くは，管理業者や賃貸人が，多くの裁判例が示

してきた原状回復の基本的な考え方を逸脱し，不当な原状回復費用を賃借人に

負担させようとすることにより生じているのが実態である。そこで，第一義的

には，原状回復の基本的な考え方を徹底した原状回復ガイドラインを策定し，

これを規範化することによりトラブルを解決すべきと考える。 

   新たな紛争処理機関を設置するのであれば，形式的な中立性・専門性ではな

く，実質的な中立性及び専門性の確保が絶対条件となべきである。これに最も

適した機関は「裁判所」にほかならない。 

   さらに，現在，裁判所に準ずる中立性及び専門性を有する弁護士会や司法書

士会において，認証ＡＤＲ機関の設置が急ピッチで進められており，これらの

機関をより積極的に活用することでも，原状回復を巡るトラブルを解決するこ

とは十分可能であると考える。 

   したがって，機能が類似する紛争処理機関との整合性やランニングコストの

問題，行政機関の肥大化防止などの観点から，いたずらに新たな紛争処理機関

を設置するのではなく，従来から存在する紛争処理機関の有効活用を検討する

ことが先決と考える。 

 ２ 損失・負担等を防止又はカバーする仕組みについて 

   民間賃貸住宅部会にでは，原状回復についての保険や保証の設置が検討され

ている。 

   しかし，保険・保証制度は，賃借人の故意・過失等による損耗分を保険・保

証によってカバーし賃借人の負担軽減を図るというよりは，むしろ自然損耗分

・通常損耗分を保険・保証によってカバーすることにより賃貸人の修繕費用の

負担軽減を図ることに主眼があると考えざるを得ず，「賃借人は保険料・保証

料の支払だけで済む」という美名の下，多くの裁判例や原状回復ガイドライン

により確立された原状回復の基本的な考え方を無意味ならしめてしまう。 

   また，保険料・保証料を賃借人が負担するとなると，これは，新たな一時金

を創設することに等しく，原状回復を巡る紛争が保険料・保証料を巡る紛争に

すり替わる可能性があり，新たな紛争を生じさせることに繋がりかねない。 

   原状回復についての保険や保証制度を創設することは，原状回復の基本的な
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考え方に反して賃借人に新たな負担を負わせることになり，到底認められない。 

 

第６ 滞納・明渡を巡る紛争について 

 １ 「追い出し」被害を防止・救済する法制度の必要性 

   家賃滞納を理由に，深夜・早朝に及ぶ訪問や，実家や勤務先への執拗な電話

での督促，共用スペースへの貼り紙で滞納の事実を告知するなどの過酷な取立

てを繰り返したり，法外な違約金を請求する「追い出し屋」が蔓延している。 

   無法を繰り返す「追い出し屋」に法の網をかぶせて，賃借人を保護するとと

もに，住宅確保困難者向けの公営住宅・ＵＲ住宅の供給の促進，公的保証制度

や家賃補助制度の拡充など，新たな施策を実行して，住宅政策を抜本的に改善

する必要がある。 

 ２ 家賃債務保証業務等の適正化について 

   昨今の家賃債務保証業者が引き起こしている様々な違法行為（未明までの滞

納家賃の支払督促，賃貸住宅の部屋の鍵を賃借人に無断で取替える行為，部屋

の中の荷物を勝手に搬出するなどの行為）が社会問題化していること，また家

賃債務保証業者の利用している契約書に消費者契約法等によって無効となる契

約条項が含まれていることなどを踏まえ，「中間とりまとめ」が家賃債務保証

業者に対して一定の措置が必要であるとしていることは，一定の評価に値する。 

   しかし，以上で述べた家賃債務保証業者に関する問題の是正を図り，今後，

実行性のある規制を行うために，以下の法規制が必要である。 

  (1) 家賃債務保証業務に関して，許可制（義務的な登録制）を導入するととも

に一定の開業規制を行うこと 

  (2) いわゆる「追い出し行為」を予め許諾する保証委託契約条項の利用を禁止

すること 

  (3) 家賃債務保証業者が，滞納家賃等の事後求償をする際は，賃借人を威迫し，

私生活の平穏を害するような言動を禁止すること 

  (4) 賃借人が家賃を滞納した場合などに，家賃債務保証業者に対して支払う違

約金については，上限を定め規制を行うこと 

  (5) 家賃債務保証業者は，家賃支払を賃貸人に保証することのみを業務とし，

家賃債務保証業者は賃借人に対して事前求償権の行使をすることを禁止す

ること 

  (6) 保証料については，上限を設けるなどして，賃借人に過大な負担とならな

いよう配慮をすること 
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  (7) 上記違反行為に対する行政規制と罰則規定を設けること 

 ３  家賃保証委託契約における不当条項の問題 

    「中間とりまとめ」においては，家賃保証委託契約の不当条項の問題点が

ほとんど触れられていない。 

    しかしながら，家賃保証委託契約の契約条項については，十分な検討の上，

一定の規制が必要である。例えば，家賃を滞納した際に，高額や違約金や

違約金とは別に代位弁済手続費用などと称して，違約金と類似の金銭の徴

収を行うとする契約条項があり，これは消費者契約法第９条に抵触するも

のである。代位弁済手数料，督促手数料などの名目のいかんを問わず，家

賃以外に負担する金員についてはすべて違約金とみなし，家賃債務保証業

者が賃借人に請求することができる違約金の上限について，規制を設ける

べきである。 

 

第７ 滞納等が発生した場合の円滑な明け渡しについて 

   滞納家賃が発生した場合，９割は，１月以内に回収されている。強制執行に

至ったケースでは，平均８．７月・４７．４万円の費用を要するというが，そ

のようなケースは１０００件中０．８件であり，賃貸物件の明渡をより迅速か

つ簡易に行う制度の創設の必要性を裏付けるものではない。 

   「円滑な明け渡し」と称して検討されている課題は，民間の不動産事業者が

自らの社会的役割を忘れて，もっぱら利益追及を最優先しているとの感は否め

ない。賃借人の居住権や適正手続保障をないがしろにするような拙速な議論が

なされてはならない。 

   このような観点から見ると，「信頼関係破壊の法理」の見直しや，「簡易に

債務名義を得る仕組み」の創設などは，きわめて問題が多いといわざるを得な

い。一部委員が提唱した「公正証書における明渡の強制執行認諾」などは，か

つて商工ローン業者が悪用したような事態が発生することが懸念されるところ

である。 

   「円滑な明け渡し」のための制度を検討すべき立法事実に乏しく，検討され

ている実体・手続両面での制度は，賃借人の居住権保障をあいまいにし，適正

手続を犠牲にするおそれが強く，検討は時期尚早というべきである。 

 

第８ 民間賃貸住宅ストックの質の向上について 

 １ 物的性能の評価  
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   賃貸住宅を借りるに際して，家賃や間取り・立地を重視するのは，それが賃

貸借契約の基本要素そのものであり，それを重視したとしても至極当然のこと

であり，それをもって物的性能面を重視していないという解釈には導かれない。 

   物的性能面にコストをかけても市場で評価されずコストを回収できないとい

う賃貸人が考えているという現状把握は，不相当である。 

 ２ 情報の提供 

   借主は物的性能面にも関心を持っており，物的性能面に関する情報を入居希

望者が入手できるよう，情報提供されるようにすることは重要であるが，単に

賃貸人側が提供したい情報だけではなく，賃貸人側が提供したくない情報まで

も提供させるなど，物件選定に際してに本当に重要な情報提供システムにする

べきである。 

 ３ 賃貸人への支援策 

   賃貸人が質の高い民間賃貸住宅を供給するよう誘導するために，賃貸人に対

する支援が必要とするのは，相当なことと評価できる。 

   支援策においては，賃貸人に優遇措置をとれば事足りるといった形式的なも

のではなく，本当に民間賃貸住宅をより多く活用させる機会をもたらすような，

真に実効性のある支援策とすることが求められている。 

 ４ 定期借家制度の活用 

   民間賃貸住宅に物的性能面を向上させた場合，質の高さを家賃に反映ささえ

るためには，定期借家制度の活用も重要であると指摘しているが，定期借家制

度の活用が質の高さにつながるかどうかの検討は十分にされていない。 

   むしろ，定期借家制度については，既に述べたとおり，賃借人の居住権を不

安定にするものであって，活用すべきではないと考える。 

 

第９ 今後の検討に向けて 

   民間賃貸住宅部会は，消費者団体等からのヒアリングを重ねて，充分に立法

事実（原状回復を巡る紛争の実情，一時金を巡る紛争の実情，「追い出し」被

害の実態）を検証することを求める。 

   また，パブリックコメントについては，充分に周知期間を設けて，幅広く，

国民の意見を聴取し，最終の答申に反映させるべきである。 

   管理業務に係る規制のあり方については，これまで述べたような管理業者の

不適正な業務により賃借人の居住権が侵害されている事態のあることに鑑み，

業法を設けて，不合理な契約条項を押しつけられることのないよう管理業務の
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あり方を規制するとともに，「追い出し」行為については，家賃債務保証業者

と同様の業務規制（行為規制）を設けるべきである。サブリース業者や，賃貸

人であっても管理業務を行う場合には，業務規制の対象とすべきである。賃貸

人が自らは管理業務を行わず，管理業者に委託する場合には，管理業者による

「追い出し」等の違法行為について，選任・監督責任を負わせ，違反した場合

に連帯責任を負わせることを検討すべきである。 

                                                             以 上 

- 10 -



別紙１ 具体化が求められる現行の原状回復ガイドライン 

 

   ア 自然損耗・通常損耗の範囲について 

    (a) 「キャスター付きのイス等によるフローリングのキズ，へこみ」は賃

借人の負担とすべきとあるが，キャスター付のイスはオフィスだけで

はなく，家庭でも使用されることが一般的となった現在においては，

キャスター付イスをフローリングで使用した場合に通常発生するよう

なキズ・へこみは通常損耗と考えるべきである。 

    (b) クロスのタバコのヤニにつき，「通常のクリーニングでは除去できな

い程度のヤニは，もはや通常損耗とはいえない」としているが，居住

年数が長期間である場合，通常の喫煙であっても「クリーニングでは

除去できない程度のヤニ」がクロスに付着することはむしろ当然であ

り，禁煙の特約があるなどの特段の事情がない限り，このような場合

には，通常損耗とすべきである。 

    (c) 設備については抽象的な記載が多いが，原状回復において問題となる

ことの多い換気扇やエアコン，ユニットバス等については，自然損耗

・通常損耗の範囲を設備ごとに具体的に明示すべきである。 

   イ 修繕の方法・範囲について 

    (a) クロスの毀損部分と補修箇所にギャップがある場合には，「毀損部分

を含む一面分の張替費用を，毀損等を発生させた賃借人の負担とす

る」としているが，現在，ほとんどの賃貸物件において，賃借人退去

時のクロスは全面的に張り替えることが一般的であり，仮に従前のク

ロスとのギャップが生じるとしても，特に一面分までを賃借人が負担

する必要はなく，原則どおり，１㎡単位で負担すれば足りるとすべき

である。 

    (b) 設備の補修については，設備の区別なく「部分的補修，交換」と記載

しているのみであるが，換気扇やエアコン，ユニットバス等は，部分

的補修の前にクリーニングのみで足りる場合も多いことから，設備ご

との具体的な補修方法・範囲を明記すべきである。 

   ウ 賃貸人・賃借人間の修繕費用の負担割合について 

    (a) 最高裁平成１７年１２月１６日第二小法廷判決の考え方からすれば，

「クロスのように経年劣化が比較的早く進む内部部材については，特

別損耗の修復のためその貼替えを行うと，必然的に，経年劣化等の通
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常損耗も修復してしまう結果となり，通常損耗部分の修復費について，

賃貸人が利得することになり，相当ではないから，経年劣化を考慮し

て，賃借人が負担すべき原状回復費の範囲を制限するのが相当であ

る」（大阪高裁平成２１年６月１２日判決・「消費者情報」４０４号

３１頁）から，賃借人が負担すべき修繕費用は，通常損耗に相当する

部分を除外すべきである。原状回復ガイドラインが，賃借人が負担す

べき修繕費用の負担割合について，経過年数を考慮すべきとしている

のは，きわめて適切である。 

    (b) 他方，原状回復ガイドラインは，襖紙や障子紙，畳表については，消

耗品であるとして経過年数を考慮せず全額賃借人の負担とすべきとし

ているが，消耗品であれば，当然に賃料に含まれるべきと考える。 

      しかし，一方で賃借人が原状回復義務を一切負担しないことも妥当で

ないため，他の賃借物と同様に経過年数を考慮すべきである。 

      また，原状回復ガイドラインは，フローリングの部分補修についても

経過年数を考慮しないとしているが，フローリングが，クロスやクッ

ションフロアのように安価に施工できる現在では，特に経過年数を考

慮しないとする必要性に欠けるといえよう。 

    (c) 経過年数による減価割合については，「減価償却資産の耐用年数等に

関する省令」（昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号）を参考にし，

残存価値は何年経過しても１０％であるとしている。しかし，同省令

は平成１９年４月１日に改正され（平成１９年３月３０日財務省令第

２１号），現在では，残存価値がゼロとなる場合もあるとされたので，

この点についても修正が必要である。なお，川口簡判平成１９年５月

２９日（判例集未搭載）も，「カビによる汚損についても経過年数を

考慮するとクロスに関しては，原告の負担すべき原状回復費用はない

とするのが相当である」と判示し，入居後１８年経過していることを

考慮して残存価値をゼロとしている。 

    (d) 経過年数による減価の方法についても，「定額法」によるか「定率

法」によるかを明示していないが，無用な混乱を避けるためにも一般

的な方法である「定額法」によることを明示すべきである。 
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